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令和４年４月 

横須賀市環境部廃棄物対策課 

  

事業者の皆様へ 

産業廃棄物の保管場所の届出の手引き 
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 １ はじめに  

  排出事業者は、「産業廃棄物の生じた場所（事業場）以外の場所」で当該産業廃棄物を保管 

する際には、次の法令により、事前の届出が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 なお、非常災害のための保管については、事後の届出が認められています。 

（※違反した場合には、それぞれの法令に基づく罰則が科されます） 

 

 ２ 届出対象となる保管  

 廃棄物処理法と条例とでは、届出の対象となる条件が下図のように異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）廃棄物処理法の届出対象となる保管について（上図Ａのエリア） 

   建設工事に伴って生じた産業廃棄物を 300㎡以上の保管用地に保管する場合。 

（２）県条例の届出対象となる保管について（上図Ｂ、Ｃ及びＤのエリア） 

   産業廃棄物を 100㎡以上の保管用地に保管する場合（※ただし、上図Ａのエリアを除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）第 12条第３項及び 

 第 12条の２第３項 

・「神奈川県資源の循環的な利用等の推進、廃棄物の不適正処理の防止等に関する条例（以下

「県条例」という。）第 10条 

300㎡ 

200㎡ 

100㎡ 

面積基準 

建廃 産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む）の種類 

Ｃ Ｂ 

Ｄ Ａ 
Ａ：廃棄物処理法に基づく保管届出が必要な範囲 

Ｂ： 

Ｃ：  県条例に基づく保管届出が必要な範囲 

Ｄ： 

（参考） 

○ 「建設工事」の概念について 

   土木建築に関する工事であって、広く建築物その他の工作物の全部又は一部の新築、 

改築、又は除去を含む概念です。 

○ 「保管用地」の面積の考え方について 

   囲いやコンテナ等により、他の用地と明確に区分された区域で計算します。明確に 

  特定できない場合は、保管に供する場所を含む一体の事業場の敷地のうち、住居・事務 

  所等の建物の面積を除いた区域で計算します。 
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 ２ 「産業廃棄物の生じた場所（事業場）の考え方について   

  原則として、産業廃棄物が発生した事業場の敷地をいいます。また、恒久的な事業場（産業 

廃棄物の発生元）の近接敷地で、発生元を容易に特定できる場所については、「産業廃棄物の生 

じた場所」に含みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 届出の要否を判断する面積の考え方について   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[例] 

 

 

 

 

 

＊ 一体的に管理されているとは、組織、機能、工程等から密接な関連を持っているか等 

を判断します。例えば、事業者は同一であるが、営業所ごとに管理している場合は一体的 

に管理されているとはいえません。 

 
道
路 

産業廃棄物が 

生じた場所 

保管 

場所 

近接して、事業者により一体的

に管理されていれば、本件届出

の対象とはなりません 

○ 「100㎡」「300㎡」の考え方 

 ・囲いやコンテナ等により他の用地と明確に区分された保管用地の区域を計算します。 

  なお、保管用地が明確に特定できない場合は、保管に供する場所を含む一体の事業場 

  の敷地のうち、建物の面積を除いた場所の面積となります。 

 

  ＊「囲い」とは、廃棄物処理法では、保管を行う場合は、周囲に囲いを設けること、特に保

管する産業廃棄物の荷重が直接囲いにかかる場合には、その荷重に対して構造体力上安全

であるものに限ると規定されており、ロープや白線を引いただけでは、区域の明示にすぎ

ず、囲いとはみなすことはできません。なお、具体的な囲いの構造は、前記の趣旨を踏ま

え、具体的な保管用地の地形や保管の形態等に応じて判断します。 

 

  ＊「建物」とは、屋根及び柱若しくは壁を有する住居、事務所等をいいます。 

 

  ＊ 事業場の敷地面積とは、原則として土地の登記事項証明書による面積とします。これに

よることができない場合、例えば契約により、土地の一部を使用している場合などは、使

用権原のある面積とし、使用権原を証する書類による面積とします。建物の面積は床面積

とします。 

 

 ・同一の事業場に複数の保管用地がある場合は、合算して計算します。 

  敷地が道路等により分割されている場合は、事業場が近接し（容易に同じ事業場と特定でき

る範囲）、かつ、一体的に管理されていれば合算して計算します。 

 

具体的な計算方法は次のページでご確認ください。 
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 ４ 届出の対象となる保管  

 次の場合は、届出の必要がありません。 

 ・保管用地の面積が１００㎡未満の場合 

 ・廃棄物処理法の許可を受けた施設、収集運搬（積替・保管含む。）又は産業廃棄物・特別管理

産業廃棄物処分業の許可に当たって申請した保管場所での保管 

 ４ 届出の対象外となる保管  

 

 [例①] 

 

 

 

囲い 

 

 

 [例②] 

 

 

 

囲いなし 

 

 

 [例③] 

 

 

 

囲いなし 

 

 

 

 [例④] 

 

 

囲い 

 

 

 

 

 [例⑤] 

 

 

 

囲い 

 

 

 

 ・面積の計算にあたっては、状況により、メジャー等による実測、土地の登記事項証明書の

記載等を市で確認させていただくことがあります。 

建物 

40 ㎡ 

建物 

40 ㎡ 

 

建物 

40 ㎡ 

 

建物 

40 ㎡ 

 

建物 

40 ㎡ 

 

当初、保管を予定 

している場所 

当初、保管を予定して 

いる場所（建設系廃棄物） 

当初、保管を予定している 

場所（建設系廃棄物以外） 

当初、保管を予定している 

場所（建設系廃棄物） 

290 ㎡ 

当初、保管を予定している 

場所（建設系廃棄物） 

290 ㎡ 

敷地 500 ㎡ 

270 ㎡ 

敷地 500 ㎡ 

敷地 500 ㎡ 

20 ㎡ 

囲いなし 

190 ㎡ 150 ㎡ 

この場合、290 ㎡で、 

廃棄物処理法に基づく届出「不要」 

県条例に基づく届出「必要」 

この場合、500 ㎡―40㎡＝460㎡で、 

廃棄物処理法に基づく届出「必要」 

県条例に基づく届出「不要」 

この場合、500 ㎡―40㎡＝460㎡で、 

廃棄物処理法に基づく届出「不要」 

県条例に基づく届出「必要」 

この場合、500 ㎡―40㎡＝460㎡で、 

廃棄物処理法に基づく届出「必要」 

県条例に基づく届出「不要」 

この場合、合算で、190㎡＋150㎡=340

㎡で、 

廃棄物処理法に基づく届出「必要」 

県条例に基づく届出「不要」 

290 ㎡ 
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 次の場合は、届出の必要がありません。 

 ・ 保管用地の面積が１００㎡未満の場合 

 ・ 廃棄物処理法の許可を受けた施設、収集運搬（積替・保管を含む）又は産業廃棄物・特別 

管理産業廃棄物処分業の許可に当たって申請した保管場所での保管 

 ・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく届出を行った保管 

 

 ５ 届け出る時期  

 実際に保管行為を始める前に、「あらかじめ」届け出てください。 

 非常災害のために必要な応急措置として保管を行ったときは、保管をした日から起算して 

「14日以内」に届け出てください。 

（※ 保管場所として使用する期間を問わず（１日でも）届け出てください。） 

 

 ６ 届出に必要な書類  

（１）届出書 

  ・同一の事業場以外に複数の保管用地がある場合は、保管用地ごと届け出てください。 

  ・提出部数は１部です。控えが必要な場合はコピーをご用意ください。 

 

  なお、廃棄物処理法に基づく届出書は６ページから９ページの記載例、県条例に基づく届出 

 書は、10ページから 13ページの記載例を参考に記入してください。 

 

（２）添付書類 

  ① 保管用地の登記事項証明書 

    ・届出日より３か月以内に発行されたもの 

 

  ② 保管用地の土地の賃貸借契約書その他の使用権原を証する書類の写し 

    ・保管用地が届出者の所有する土地でない場合に必要です 

 

  ③ 保管用地の位置図 

    ・1,500分の１～3,000分の１程度の住宅地図等で、保管用地の位置が分かるようにして 

ください 

 

  ④ 産業廃棄物を保管しようとする事業場の施設の配置図 

    ・記載例を参考に作成してください 

 

 なお、必要に応じて、建物の面積が分かる書類など、上記以外の書類の提出を求める場合があ

ります。 
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 ７ 提出先  

産業廃棄物の保管用地の所在地が横須賀市である場合は、横須賀市に届出が必要です。 

 

 横須賀市 環境部 廃棄物対策課 

  〒238-8550 横須賀市小川町 11番地 

  電話 (046)822-8523（直通） FAX (046)823-0865 

 

※ 保管用地の所在地が、横浜市、川崎市、相模原市の場合は各市役所に、横須賀市、横浜市、

川崎市及び相模原市を除く神奈川県域に保管用地が所在する場合は、保管用地の所在地を所

管する神奈川県の地域県政総合センターに届け出てください。 

横須賀市以外での届出について、くわしくは、各市役所若しくは各地域県政総合センター

等へお尋ねください。 

 

 ８ 変更届  

  ・届出内容を変更しようとするときは、各記載例を参考に、あらかじめ届け出てください。 

  ・提出部数は１部です。控えが必要な場合は、コピーをご用意ください。 

 

 ９ 廃止届  

  ・保管用地を廃止したときは、各記載例を参考に、30日以内に届け出てください。 

  ・提出部数は１部です。控えが必要な場合は、コピーをご用意ください。 

 

 10 注意事項  

  ・ 自社産業廃棄物は、廃棄物処理法施行令第６条により、積替えを行う場合を除き、運搬

途中で保管することが認められていません。積替えを行うため保管する場合は、あらかじ

め、積替えを行った後の運搬先が定められていることや、搬入された産業廃棄物の量が、

積替えの場所において適切に保管できる量を超えないことなど、廃棄物処理法の処理基準

（15～16 ページ）を遵守することが義務づけられていますので、保管に関する事項等につ

いては横須賀市環境部廃棄物対策課へご相談ください。 

  ・ 保管用地の土地利用等については、関係法令（農地法、都市計画法、建築基準法など）

に適合している必要があります。 

   また、この届出により、廃棄物処理法の基準の遵守や、関係法令の規制が免除されるもの

ではありません。 

  ・ 下請工事で発生した産業廃棄物は元請業者の廃棄物であり、下請負人が管理する保管場

所での保管はできません。下請工事で発生した産業廃棄物を運搬し、保管する業務を行う

場合は、産業廃棄物収集運搬業（積替え又は保管を含む）の許可が必要となります。 
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廃棄物処理法に基づく届出書の記載例 
（６ページから９ページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

こちらは、建設工事に伴って生じた産業廃棄物を３００㎡以上の保管用地 

 

に保管する場合の記載例です。それ以外の保管については、「条例に基づく 

 

届出書等の記載例（10ページから 13ページ）」をご覧ください。 
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記 載 例 

（特別管理産業廃棄物の場合も準用する） 

様式第二号の四（第八条の二の四、第八条の二の七関係） 

 

産業廃棄物事業場外保管届出書 

令和４年 10月 １日  

 

  横須賀市長 殿 

 

                    届出者 

                     住 所 横須賀市○○町×－×－× 

                     氏 名 ○○株式会社  

                         代表取締役 ○○ ○○ 

                     電話番号 ０４６－８＊＊－＊＊＊＊ 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第 12条

第 12条

第 ４ 項

第 3条前段

 の規定により、関係書類 

 及び図面を添えて届け出ます。 

保
管
の
場
所
に
関
す
る
事
項

 

所 在 地   横須賀市□□町□□番地 

面 積  ３５０ ㎡ 

保管する産業廃棄物の種類  木くず、がれき類、廃プラスチック類 

積替えのための保管上限又は 

処分等のための保管上限  
 ７０ ㎥ 

屋外において容器を用いずに 

行 う 保 管 の 有 無 

（保管を行う場合にあっては 

規則第 1条の 6の規定の例に 

よる高さのうち最高のもの） 

 有 

 高さ ２ｍ 

保 管 開 始 年 月 日 令和４年 11 月 １日 

備考 

積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限には、廃棄物の処理及び清掃  

に関する法律施行令第６条第１項第１号ホ又は第２号ロ（３）の規定により保管する  

ことができる産業廃棄物の数量を記入すること。 

（日本工業規格 Ａ列４番） 

廃棄物処理法 
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記 載 例 

（特別管理産業廃棄物の場合も準用する） 

様式第二号の五（第八条の二の五関係） 

 

産業廃棄物事業場外保管変更届出書 

 

令和４年 10月 １日  

 

  横須賀市長 殿 

 

                    届出者 

                     住 所 横須賀市○○町×－×－× 

                     氏 名 ○○株式会社  

                         代表取締役 ○○ ○○ 

                     電話番号 ０４６－８＊＊－＊＊＊＊ 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第３項後段の規定により、関係書類及び 

図面を添えて届け出ます。 

変 更 の 内 容  

変 更 前 変 更 後 

保管する産業廃棄物の種類 

木くず、がれき類、廃プラス

チック類 

木くず、がれき類、廃プラス

チック類、金属くず 

変 更 の 理 由   業務拡大のため 

変 更 予 定 年 月 日 令和４年 11月 １日 

（日本工業規格 Ａ列４番） 

廃棄物処理法 
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記 載 例 

（特別管理産業廃棄物の場合も準用する） 

様式第二号の六（第八条の二の六関係） 

 

産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 

 

令和４年 10月 15日  

 

  横須賀市長 殿 

 

                    届出者 

                     住 所 横須賀市○○町×－×－× 

                     氏 名 ○○株式会社  

                         代表取締役 ○○ ○○ 

                     電話番号 ０４６－８＊＊－＊＊＊＊ 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第３項前段の規定による届出に係る保管を 

やめたので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の２の６の規定により  

届け出ます。 

保 管 場 所 の 所 在 地  横須賀市□□町□□番地 

廃 止 の 理 由   廃業のため 

廃 止 年 月 日 令和４年 10 月 １日 

（日本工業規格 Ａ列４番） 

 

廃棄物処理法 
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県条例に基づく届出書の記載例 
（10ページから 13ページ） 
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記 載 例 

第１号様式（第１条第１項関係） 

 

産 業 廃 棄 物 保 管 開 始 届 

 

 

令和４年 10月 １日 

（あて先）横須賀市長 

住所 横須賀市○○町×－×－× 

届出者 

氏名 ○○株式会社 

代表取締役 ○○ ○○ 

電話番号 046－8＊＊－＊＊＊＊ 

保管用地の所在地  横須賀市□□町□□番地 

保 管 用 地 の 面 積   １００ ㎡ 

保管用地 

の所有者 

住  所  横須賀市△△町△－△－△ 

氏  名  △△ △△（電話番号 046-8△△－△△△△） 

産 業 

廃棄物 

種    類 
木くず、がれき類、廃プラス

チック類 
数 量 70 ㎥（又は 28t） 

保 管 方 法  
 ・床面はコンクリート舗装、周囲は２ｍの囲いを設置 

 ・コンテナ 

処 理 計 画  

 搬入 頻度 １回/日、量 10㎥/回（又は４ｔ/回） 

    時間帯 9:00～16:00 

搬出 頻度 １回/日、量 10㎥/回（又は 28ｔ/回） 

   時間帯 9:00～16:00 

   搬出先 ㈱○○、㈱△△、㈲□□ 

保 管 開 始 年 月 日   令和４年 11月 1日 

保管終了予定年月日  令和４年 12月 1日 

県 条 例 
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記 載 例 

第２号様式（第３条第１項関係） 

 

産 業 廃 棄 物 保 管 変 更 届 

 

令和４年 10月 １日 

（あて先）横須賀市長 

住所 横須賀市○○町×－×－× 

届出者 

氏名 ○○株式会社 

代表取締役 ○○ ○○ 

電話番号 046－8＊＊－＊＊＊＊ 

変 更 年 月 日  令和４年 10月 15日 

変 更 理 由  業務拡大のため 

変 更 事 項 変 更 前  変 更 後  

産業廃棄物の処理計画 

搬入 頻度 １回／日 

    量 10 ㎥／回 

 

搬出 頻度 １回／日 

     

搬入 頻度 ２回／日 

    量 20㎥／回 

 

搬出 頻度 ２回／日 

 

 

 

県 条 例 
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記 載 例 

第３号様式（第４条関係） 

 

産業廃棄物保管廃止届 

 

令和４年 10月 15日 

（あて先）横須賀市長 

住所 横須賀市○○町×－×－× 

届出者 

氏名 ○○株式会社 

代表取締役 ○○ ○○ 

電話番号 046－8＊＊－＊＊＊＊ 

保管用地の所在地  横須賀市□□町□□番地 

産業廃棄物 

種類 木くず、がれき類、廃プラスチック類 

数量 70㎥（又は 28 ﾄﾝ） 

廃 止 年 月 日  令和４年 10 月 １日 

廃 止 理 由  

 

  廃業のため 

 

 

県 条 例 
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産業廃棄物を保管しようとする事業場の施設の配置図記載例 

＊ あくまで一例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物処理法・県条例 共通 

公
道 

敷地境界 

 

 

 廃プラ 

 置 場 

 

 

 

  ×㎡ 

 

 

 がれき類 

 置  場 

 

 

 

  ○㎡ 

 

 

 木くず 

 置 場 

 

 

 

  △㎡ 

底面コンクリート舗装 

コンクリート

製の塀 

高さ２ｍ 

掲
示
板 

 
 

出 

入 

口 

 

 

 

 

駐車場 

 

 

 

 

事務所 

×ｍ △ｍ ○ｍ 

□
ｍ

 

＊ 囲いを設置しない場合は、建物（保管のための建物を除く）の１階部分床面

積、敷地面積が分かるように記載してください。 

（例 事務所：○○㎡  敷地面積××㎡等） 
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■ 自社産業廃棄物は、積替えを行う場合を除き、運搬途中で保管することは認められていません。  

■ 自社産業廃棄物の積替え保管を行う場合、廃棄物処理法により、以下の基準を遵守すること  

 が義務付けられています。 

産業廃棄物処理基準 

① あらかじめ積替えをおこなった後の運搬先が定められていること。 

② 搬入された産業廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えないこと。 

③ 搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。 

④ 周囲に囲い（保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合には、その荷重に対して

構造耐力上安全であるものに限る。）が設けられていること。 

⑤ 見やすい場所に産業廃棄物の積替えのための保管の場所であること等を表示した掲示板（縦横６０cm以

上）が設けられていること。石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。 

 【掲示板の作成例】 

 

 

 

 

 

⑥ 保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲

げる措置を講ずること。 

 ○ 産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合には、当該汚水による公共の水域及び地下水の 

   汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに､底面を不浸透性の材料で覆うこと｡ 

 ○ 屋外において容器を用いずに産業廃棄物を保管する場合には、積み上げられた産業廃棄物の高さが次の 

高さを超えないようにすること。 

・廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配５０％以下 

・廃棄物が囲いに接する場合(直接負荷部分のある壁)は、囲いの内側 2mは囲いの高さより 50cmの線以 

 下とし、2m以上の内側の勾配５０％以下 

 

 

 

 

 ○その他必要な措置 

⑦ 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。 

⑧ 石綿含有産業廃棄物の保管を行う場合には､石綿含有産業廃棄物が他の物と混合するおそれのないように､ 

 仕切りを設ける等必要な措置を講ずること 

⑨ 保管する産業廃棄物の数量が、その保管の場所における 1日当たりの平均的な搬出量に 7を乗じて得られ 

 る数量を超えないようにすること（ただし、船舶を用いて運の案する場合、船舶の積載量がこの保管上限を 

上回るとき、使用済自動車等を保管する場合を除く） 

参考１ 処理基準一覧表 

 

自社産業廃棄物を保管するための基準 

産業廃棄物保管場所 
１ 産業廃棄物の種類  木くず 
２ 管理者氏名     ㈱○○ 総務課 
３ 連絡先       ×××－×××－××××  内線 ××× 

           横須賀市○○町○ー○ー○ 
４ 最大積上げ高さ     ３ｍ 
５ 保管上限       ２００㎥ 

60cm 以上 

60cm 以上 

50cm 

2ｍ 

50％勾配 

直接負荷部

分のない壁 直接負荷部

分のある壁 
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■ 自社産業廃棄物を処分（中間処分）するために保管を行う場合、廃棄物処理法により、以下

の基準を遵守することが義務付けられています。 

産業廃棄物処理基準（処分（中間処理）のための保管） 

① 周囲に囲い（保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合には、その荷重に対して

構造耐力上安全であるものに限る。）がもうけられていること。 

② 見やすい場所に産業廃棄物の積替えのための保管の場所であること等を表示した掲示板（縦横６０cm以

上）が設けられていること。石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。 

 【掲示板の作成例】 

 

 

 

 

 

③ 保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲

げる措置を講ずること。 

 ○ 産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合には、当該汚水による公共の水域及び地下水の 

   汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに､底面を不浸透性の材料で覆うこと｡ 

 ○ 屋外において容器を用いずに産業廃棄物を保管する場合には、積み上げられた産業廃棄物の高さが次の 

高さを超えないようにすること。 

・廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配５０％以下 

・廃棄物が囲いに接する場合(直接負荷部分のある壁)は、囲いの内側２mは囲いの高さより 50cmの線 

以下とし、２m以上の内側の勾配５０％以下 

 

 

 

 

 ○その他必要な措置 

④ 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。 

⑤ 石綿含有産業廃棄物の保管を行う場合には､石綿含有産業廃棄物が他の物と混合するおそれのないように､ 

 仕切りを設ける等必要な措置を講ずること 

⑥ 保管する産業廃棄物の数量が、当該産業廃棄物に係る処理施設の 1日当たりの処理能力に相当する数量に 

14を乗じて得られる数量（施行規則で定める場合にあっては、施行規則で定める数量）を超えないようにす 

ること 

 

参考２ 処理基準一覧表 

自社産業廃棄物の処分のための保管の基準 

50cm 

2ｍ 

50％勾配 

直接負荷部

分のない壁 
直接負荷部

分のある壁 

 産業廃棄物保管場所 

１ 産業廃棄物の種類  木くず 
２ 管理者氏名     ㈱○○ 総務課 

３ 連絡先       ×××－×××－××××  内線 ××× 
           横須賀市○○町○ー○ー○ 

４ 最大積上げ高さ     ３ｍ 
５ 保管上限       ２００㎥ 

60cm 以上 

60cm 以上 


